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2022 年 2 月 22 日 

国土交通大臣 斉藤鉄夫様 
[写] 国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所長様 
東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 小畠 徹様 
[写] 東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所長様 
中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 宮池克人様 
[写] 中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所長様 
東京都知事 小池百合子様 

外環ネット他１5 団体  

 

東京外環道のシールド掘進工事再開中止、及び調布陥没地域の住宅地破壊をやめること（抗議・要請） 
 

国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社は、「外環事業大泉側シールド

トンネル工事の『再発防止対策』および『今後の対応』などに関する説明会」及び「外環事業中央ＪＣＴ北

側ランプシールドトンネル工事の『再発防止対策』および『今後の対応』などに関する説明会」を 1 月 23

日から 2 月 1 日にかけて、工事箇所周辺の住民を対象として、練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市の計

６会場で計１０回行い、準備が整ったところからシールド掘進工事を順次再開することを公表した。さら

に１８日付で大泉ジャンクション事業用地内での掘進作業を２月２５日以降実施すると公表した。 

 一方、地表の異変が未だ続く調布の陥没地域の住民は、事故の後始末の全体計画も示されておら

ず、将来にわたる生活を見通せないまま、不安な日々を送っている。ところが事業者は住民に丁寧な説

明もなしに２５日から家屋解体工事を行うとの１８日付の通知を近隣のみに配布した。地盤補修は住宅

地を約２年間工事現場に変え、地域住民は新たな家屋損傷や騒音・振動・粉塵・アスベスト等の環境被

害を受け続ける。住民の合意なしに、なし崩し的に住宅地を破壊する工事を進めることは許されない。ま

ず、調布の陥没事故について被害住民が納得できるかたちで、謝罪、事故原因究明、被害調査等を完

全に処理することが先決である。私たちは、「国、NEXCO の「街壊し」に反対する」東京外環道訴訟第１

４回口頭弁論報告集会参加者一同、原告団・弁護団（別紙）との思いを共有している。 

また、調布市での事故の後始末も済まないまま、疑問の多い陥没事故報告と再発防止対策をもって、

練馬区や三鷹市でシールド掘進工事を再開することは、新たな住宅地で陥没事故等を再発する危険が

ある。よって住民無視の工事に抗議するとともに、下記について要請する。 
 

記 
 
１．大泉 JCT 及び中央 JCT 地域（事業地内を含む）からのシールド工事再開を中止すること 

２．調布陥没被害地域の工事再開を急ぐ余り、住民の意思を無視した住宅地の破壊をやめること 

以上 
 

賛同団体（順不同）計１5 団体：とめよう「外環の２」ねりまの会／元関町一丁目町会外環対策委員会／

外環道検討委員会・杉並／外環を考える武蔵野市民の会／市民による外環道路問題連絡会・三鷹／

外環道路予定地・住民の会／調布・外環沿線住民の会／野川べりの会／外環道検討委員会／ 
外環いらない！世田谷の会／東名ＪＣＴ近隣住民の会／東京外環道訴訟を支える会／ 
東京外環道訴訟原告団・弁護団／リニアから住環境を守る田園調布住民の会／ 
リニア新幹線を考える東京・神奈川連絡会 
 
連絡先：外環ネット（TEL 070-8566-1393，E-mail  info-gaikannet@gaikan.net） 
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東京外環道のシールド掘進工事再開中止、及び 

調布陥没地域の住宅地破壊をやめることが必要な理由 

 

（１）住民に偏った情報を与えるだけの、工事再開ありきの説明会 

最初に、１月２０日付「コロナまん延防止期間中の外環事業説明会の中止又は延期を求める[緊急

要請]」を無視して、住民を危険に曝すにもかかわらず、形ばかりの説明会を開催したことに抗議す

る。住民無視、工事優先の体質がここにも表れている。 青梅街道 ICの計画地にある練馬区の元関

町一丁目町会と外環対策委員会は、町会住民の説明を受ける権利、直接質問する権利を奪う説明

会に強く抗議して、１月 28 日の説明会をボイコットし、やり直しを求めた。 

本来なら説明会の少なくとも 1 週間以上前に示し、事前に質問を受け付ける等の対応をすべき分

厚い資料を、説明会直前に公表し、技術中心の早口説明 1 時間と、紋切り型の回答で終わる３０分

の質疑応答、会場でできなかった質問にメールで回答する形式は、工事再開のためのアリバイ作り

の儀式でしかなかった。住民の質問や意見を受け止めて再考する姿勢がみられなかった。「怒号が

飛び交った」とメディアが報道した三鷹の会場では「同様の陥没事故再発の可能性はゼロか」との質

問にゼロと言い切れない回答が象徴するように、今回の説明会の内容に住民が納得できないことは

当然である。 

技術的な説明でなく、調布の住民が受けた被害について説明を求める質問があった。それは住民

が一番知りたいことであるが、それに応える説明会ではなかった。調布市民を原則参加対象者から

除外したことは、他地域の住民に対する事業者の一方的な宣伝の場であり、「不都合な真実」である

陥没事故の被害を知る住民の意見を排除したいがためといえる。 

武蔵野市での説明会では、武蔵野市議会外環道路問題特委員会の委員長らが、特別委の総意と

して「今回の説明会が納得いくものであるとは感じていない」と強調した。 

 

（２）被害の全貌を説明してない不完全な報告書 

    今回説明された『再発防止対策』は、昨年３月に公表された事業者の有識者委員会の報告書（以

下「報告書」）とそれらをもとに昨年１２月にまとめられたシールドトンネル施工技術検討会（以下「検

討会」）の「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」）を

もとに東京外環トンネル施工等検討委員会（以下「検討委員会」）が昨年１２月２４日にとりまとめた

ものである。 

しかし、報告書は、2020年１０月に調布市東つつじが丘で起きた陥没事故による被害（大別する

と３種類①②③）のうち、①「トンネル直上の陥没・空洞」の推定メカニズムなどの調査結果だけの報

告書に過ぎず、様々な態様の被害②③についてはほとんど何も解明していない。 

約 700m x 200m 東京ドーム３個分の広さの「補償対象地域」約一千戸の、②「家屋や地盤損

傷」、③「振動・騒音・低周波音による深刻な健康被害」については、それらの被害規模も実態も機

序も明らかにされていない。つまり客観的調査に基づかない不完全な「欠陥」報告書であり、それを

もとにしたガイドラインも「欠陥」品である。 

家屋や地盤損傷については、機序を調査せず、説明会の質疑応答で「トンネル掘進による地表面

変位や振動の影響により生じたものであることの否定は難しいと考えられます」と回答しただけで

ある。ただ家屋等の上辺だけ物理的な修理をしているが、緩んだ地盤上であれば一時しのぎにし

かならない。振動・騒音・低周波音による後遺症を伴う深刻な健康被害については、事業者は被害

件数さえ公表しない。住民自身が被害実態調査を行い、また、外部の専門家の協力を得て「外環振

動・低周波音調査会」をつくり、詳細の聞き取り調査を行った結果、はじめて大問題であることが明
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らかになった。調査会はさらに、工事との因果関係の解明のために振動等の測定を行っている。大

泉や中央 JCT でも測定網を張り巡らせる必要がある。被害住民がこのようなことを何ゆえにしな

ければならないのか。「住民に寄り添う」というが、事業者や行政が怠慢だからではないのか。多く

の被害が出ているのに、また、外部の専門家から「振動が地盤を破壊した」「震度４の振動があった」

や、「健康被害は長期微振動による」などの推測がされているのに、環境基準を満足するからといっ

て、十分な調査もせず、根拠のない効果のわからない再発防止対策をつくるだけでは、振動被害は

間違いなく繰り返される。 

   

（３）「信ぴょう性は薄い」と外部の専門家が指摘する報告書 

事業者の報告書では、陥没・空洞の発生は「特殊な地盤」と「施工上の課題」が原因とのことだが、

地質調査も不十分で、そもそも地盤がわかっていないし、上総層群のどこにでもある地層を適切に

掘削することさえできなかった稚拙な施工能力の言い訳にすぎない。気泡シールド工法を採用した

ことも、技術情報不足のうえに適切な判断が出来なかったことの現われである。掘削土量の管理値

を+/-10%から+/-7.5%に変更することも確かな根拠があるわけでない。 

トンネル直上約２２０ｍ x １６ｍの「地盤補修範囲」以外の地表でも今も異変が続いていることか

ら、直上のみに地盤の緩みがあるとの説明は成り立たない。また、①陥没・空洞推定メカニズムにつ

いて、「特殊な地盤」と土砂の取込過ぎなどの「施工上の課題」とすることに、外部の専門家から異

論が出ている。１月１７日の「外環問題を考える緊急シンポジウム」で出された会議声明は、「ネクス

コおよびその有識者委員会の説明の信ぴょう性は薄い。さらなるわかりやすく根拠のある説明を求

める。」、「専門家提言として、気泡方式を断念して、ベントナイトの使用を薦めたい。これが工事再

開の第１条件である。」などである。事業者は、１月１７日のシンポジュウムに招待されたが出席しな

かった。また、住民説明会で出されたこの異論について事業者の見解を求める質問に対する回答

は、外部の専門家の意見を受け止める誠実な態度ではなかった。報告書が科学的合理的な根拠や

データに基づかず、学術的とはいえない代物であることを覆い隠そうとする態度であった。  

 

（４）「欠陥」ガイドラインは工事再開の口実づくりのためであり、外環陥没事故を再発・拡散す

る恐れがある 

国土交通省が昨年９月に設置した検討会が１２月に策定した「ガイドライン」は、過去の事故事例

をもとに作成されているが、少なくとも外環陥没事故事例は上述のとおり事実を直視しない「欠陥」

報告書に書かれている内容でしかない。従って、それをもとにしたガイドラインも欠陥品であり、そ

のガイドラインをもとにした再発防止対策もまた欠陥品である。また、検討会の「設立趣意書」及び

「規約」には「周辺地域の安全・安心の向上を図るため」とあるのに、ガイドラインの目的では、「周辺

地域の安心の確保」に後退している。周辺地域の安全の確保なしに安心も得られない。住民にヒア

リングしていない。つまり、ガイドラインは、住宅地の地下工事に適用できる代物ではない。このガイ

ドラインを適用する他の事業でも外環陥没事故同様の事故を招く恐れがある。 

 

（５）住宅地の工事に最も必要なことは住民の安全。住民より工事を優先する事業者 

 報告書は被害の全貌を明らかにしてない不完全なものであるだけでなく、住民が８月以降騒音・

振動の苦情を訴えていたこと、９月半ばには家屋の損傷が発生していたこと、また、トンネルの先端

で発生している閉塞などのトラブルを隠蔽し、住民の被害を放置し、原因を何ら説明せずに、無視

し続けてきたことについては、報告書に一切記載がない。その結果起きた陥没・空洞についての説

明をしているだけである。工事を施工する組織の安全管理上の問題の調査が完全に欠如している。
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つまり、住民の安全・安心第一は口先だけで、住民軽視のマネージメント、リスク管理の欠如につい

ての反省が全くない。それどころか、特殊な地盤であるとか、施工上のミスであると責任転嫁する。

この隠蔽、無責任体質こそが陥没事故の最大の原因である。すなわち、危機意識の欠如である。そ

れを自覚しない以上、再発防止対策は住宅地の地下に適用するに足りない「欠陥」品である。 

 まず、事業地内での掘進から再開するとのことだが、振動・騒音・低周波音等はトンネルから１００

ｍも離れた住民にも影響を与えている。事業用地内の工事においては周辺住民に対する事前の説

明会が必要ないとの対応は許されない。振動・騒音は周辺の住宅街に伝わる。そもそも事業用地

内の掘進で何の課題が解明されるのか示されていない。 

 なお、これは、大深度地下法とつながる問題である。 

 

（６）陥没被害地において住民合意なしに地盤補修を行うことは許されない。家屋解体しかり。 

陥没から１年以上経過した今も調布の被害地域では、トンネル直上以外でも地表面の異変、地

盤沈下などの被害が進行している。「仮移転」という名の住宅取り壊しやその先の地盤補修工事に

より住宅地が壊され、工事現場となる住宅地で振動騒音等の環境被害が発生するであろうが、そ

の影響を受けながら暮らしていく被害地域の住民には、この先数年の見通しさえも説明されていな

い。まず、被害地域の後始末を完全につけるべきである。 

２５日からいきなり家屋解体工事を開始する旨のお知らせは許されない。振動・騒音・粉塵・アス

ベスト等の環境影響だけでなく、地盤が緩みきった陥没・空洞埋め戻し地域なので、解体工事の振

動等により近隣の住民には家屋が崩れる不安さえある。地域住民への丁寧な説明や合意なしに一

方的に、人々が生活している住宅地の中で櫛の歯を抜くように解体工事を行うことは、街壊しその

ものであり、許されない。 

 

（７）シールド掘進再開の前にすることは、事業の透明性と住民への説明責任を果たすこと 

 以上述べたように、調布の被害地の復旧も見通せないまま、不完全な報告書と不完全なガイドラ

インをもとに、１２月２４日の検討委員会が策定した再発防止対策は、不完全なものである。住民に

とっては無意味なばかりではなくむしろ有害なものである。まともな「再発防止対策」ではないにも

かかわらず、それをもとに、大泉ＪＣＴ３台と中央ＪＣＴ２台のシールド工事を再開することは、練馬か

ら三鷹までの沿線に食い散らかすように事故を拡大する恐れがある。多くの沿線住民を調布と同

様の事故の危険に曝すことになり、無責任極まりない。 

工事再開の前に、事故調査結果の根拠やデータの全面的な開示、事業者から独立した外部専門

家による検証、事故の被害補償を含む住民への影響について、住民の納得がいく説明が必要であ

る。 

     

以上 
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２０２２年２月１７日 
 
  国、ＮＥＸＣＯの「街壊し」に反対する 

 

                東京外環道訴訟第１４回口頭弁論報告集会参加者一同 

                                東京外環道訴訟原告団･弁護団 

                                 
   国、ＮＥＸＣＯなど東京外環道事業者は、一昨年１０月、調布市東つつじヶ丘で起きた

陥没事故に関連して、事業者が勝手に決めている直上部分の地盤補修に関連して、住宅数

十戸の地盤補修工事のため、住宅取り壊しを一部で始めることが明らかになった。 

 １５日関係者に伝えたもので、「２４日にも開始したい」とのことである。私たちは、

憲法をはじめ、数々の法律、規定違反を起こし、自らのずさんな計画と工事で、ミスを起

こしたあげく、住宅取り壊しで虫食いの街を造る国、ＮＥＸＣＯの外環道建設に改めて反

対することを表明する。 

 

 そもそも、今回の住宅破壊は、ＪＣＴ地域などで行われ、なお行われようとしている、

ランプ建設や地中拡幅部などでの住宅、立ち退き、土地収用などとは全く異なった性質の

問題である。私たちは、住民の生活を壊し、一方的な計画のもとで住宅を取り上げ,街の風

景をも変えてしまう、これらの工事に反対だが、この東つつじヶ丘地域の住宅取り壊しは、

それとは全く違って、もともと計画がない、事業者の過失によって引き越された不法行為

による「地盤壊し」の結果、その弥縫策として急遽出されてきた。 

 そしてその結果、この不法行為について、事業者は、一切地権者に謝罪、補償すること

なく、トンネル直上の狭い範囲に限って、個別交渉で、立ち退き→住宅取り壊し→更地化

→地盤強化工事を進めるとし、買収交渉を始めた。既に住宅街の中で、買い取られた空き

家が虫食いのように生まれ、かつての住宅街は無計画に破壊されつつある。 

 

 自分の家がトンネルの真上にあることなど知らされたこともなく、いきなり陥没や空洞

の存在を知らされ、自らの住宅を放棄せざるをえないとされた直上の住宅に住む住民の、

安心して安全な住宅に住み続ける権利は、ものの見事に侵害された。 

 同時に、直上以外、あるいは補償対象地域以外とされた住民にとっても、街が虫食い状

態になり、さらに障壁で囲んだ工事現場でこれから何年も住まなければならないなど、予

想もしなかったことであり、今後続く人権侵害である。 

 しかも事業者は、これを当然であるかのように振る舞い、自らの過ちを説明し住民と話

し合うことさえ拒否したままである。 

 

 国、ＮＥＸＣＯはこの際、外環道建設を中止し、大深度地下法を廃止し、不法行為で破

壊した地盤の回復と壊れた住宅の補修につとめること以外、真の解決はない。私たちはこ

こに、改めて国、ＮＥＸＣＯの「街壊し」に反対し、姿勢を根本的に改めることを、改め

て要求する。 

                                                          （了） 

別 紙 


